
　

【保険給付サービス利用料金】

※1 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）は、総単位数に加算率10.2％を乗じて算定されます。

端数処理の関係で誤差が生じる場合があります。

※2 介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）は、総単位数に加算率1.5％を乗じて算定されます。

端数処理の関係で誤差が生じる場合があります。

※3 当施設は金沢市（7級地）に所在するため、総単位数に10.17円を乗じた金額の1割～3割負担となります。

端数処理の関係で誤差が生じる場合があります。

⑤基本料金（①+②
+③+④）×10.17

④介護職員特定処遇
改善加算（Ⅰ） 76 129 209 283 422 460387

293,343

95,878 104,478
利用者3割負担

（円） 17,305 29,268 47,583 64,269 88,003

31,960 34,827

利用者2割負担
（円） 11,537 19,512 31,722 42,846 58,669 63,918 69,652

264,008 287,632 313,434

29,335

④×0.9

利用者1割負担　④-
⑤（円） 5,769 9,756 15,862 21,424

⑥介護保険　　　給
付額 51,915 87,804 142,749 192,807

57,684 97,560 158,611 214,231 319,592 348,261

3,540

③介護職員処遇改善
加算（Ⅰ） 518 876 1,424 1,924 2,634 2,870 3,127

24,593 27,117

②算定加算　　○●
（月額） 1,640 1,640 3,540 3,540 3,540 3,540

①サービス費　（月
額） 3,438 6,948 10423 15,318 22,283
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【上記以外の加算料金（1割負担の場合）】　　　　　○要介護者必須　　　　●要支援者必須

利用開始後30日間、もしくは1か月以上の入院から退院後利用開始後30日間

日常生活に支障を来たすおそれのある症状・行動が認められることから
介護を必要とする認知症の利用者（認知症日常生活自立度Ⅲ以上）
要介護2に該当し、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者
（認知症日常生活自立度Ⅱ）

○
常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合

○●
個別サービス計画について随時適切に評価されていること。また個別サービス計画見直しの際に
利用者又は家族に内容を説明し記録していること。

○
訪問を担当する常勤の従業者を２名以上配置していること。
１月あたりの延べ訪問回数200回以上であること。

○●
定められた体制、人材要件を満たす場合

若年性認知症と診断された利用者を受け入れ利用者ごと個別に担当者を定めている場合

※4 処遇改善加算、総合マネジメント体制強化加算、訪問体制強化加算、サービス提供体制強化加算は

支給限度基準額に含まれません。

※5 その他、職員の配置状況やご利用者の身体状態等に応じて、個別に加算される場合がございます。

【自己負担料金】
※ 趣味・娯楽等、その他日常生活上必要となるものに

ついては実費となります。

200円/日

おむつ代 実費相当
洗濯代 100円/回

食費

朝食 390円
昼食 ７10円

おやつ 　（昼食に含む）

夕食 ５10円

若年性認知症利用者受入加算（予防） 800円/月

（500円/月）

医師が認知症行動により在宅での生活が困難であり緊急に利用が必要と判断したものに対して7日間を
限度として算定する。

宿泊費 1,500円

1,000円/月
訪問体制強化加算

1,000円/月
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

640円/月

認知症行動・心理症状緊急対応加算

（Ⅱ）

500円/月

看護職員配置加算
（Ⅰ） 900円/月

総合マネジメント体制強化加算

初期加算
30円/日

認知症加算
800円/月（Ⅰ）



要介護認定を受けていない方は、介護保険証と印鑑を持参のうえ各市町村の担当窓口にて、

手続きが必要となります。

◎ 在宅サービス（通所介護、訪問介護、ショートステイ等）をご利用されている場合

① 利用申込書

② 介護保険証の写し

③ 負担割合証の写し

④ 直近１か月分のサービス利用票及び別票（ともに写し）

ご利用が決定した場合は、ご利用者様の「情報提供書」と、居宅サービス計画書（１）～（３）の

写しの開示をお願い致します。

◎ 在宅サービスを利用していない方の場合

① 利用申込書

② 介護保険証の写し

◆

ケアマネジャーへ交替となります。

◆ 小規模多機能型居宅介護を利用した場合、支給限度額の範囲内でご利用できるサービスは、

訪問看護・訪問リハビリ・福祉用具貸与及び居宅療養管理指導となります。

◆ 介護相談や、見学も随時行っております。お気軽にお越しください。

◆

小規模多機能型居宅介護事業所　煌

〒920-3116　石川県金沢市南森本町ヌ 79番地1

ＴＥＬ　０７６－２５７－０８００

ＦＡＸ　０７６－２５７－７７３７

担当　：　荒谷

【申し込みに必要な書類】

《担当ケアマネジャー様へのお願い》

【その他】
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、現在のケアマネジャーから登録事業所専属の

通常の事業の実施地域は、金沢市地域包括支援センター「きしかわ、ふくひさ、かすが、おお
てまち、さくらまち、もろえ、くらつき、えきにしほんまち、ひろおか」の各圏域内に居住す
る利用者とするが、金沢市内に居住する利用者であって、上記の各圏域外に居住する利用者に
おいても当事業所を利用できる。

社会福祉法人　千授福祉会

利用申し込みについて

煌をご利用頂く場合、要支援1～2、要介護１～５の認定を受けている方が対象となります。


